
いわき市水再生のマスコットキャラクター『あいちゃん』使用許可取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領はいわき市水再生のマスコットキャラクター『あいちゃん』（以下『あい

ちゃん』という）を使用する場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものである。 

（定義） 

第２条 この要領においていう『あいちゃん』とは別に定める『使用マニュアル』に規定

されたものをいう。 

（使用方法） 

第３条 『あいちゃん』を使用しようとする者（以下「申請者」という）は、使用許可願

（第１号様式）を生活環境部生活排水対策室経営企画課を経由して市長に提出し、許可

を受けなければならない。ただし、いわき市が使用する場合には使用許可願は不要とす

る。 

２ 『あいちゃん』の使用方法については、別に定める「使用マニュアル」によるものと

する。 

（使用許可） 

第４条 『あいちゃん』の使用は総合生活排水対策のイメージアップや普及促進、その他

の啓発事業についてのみ利用することができ、公序良俗に反すると判断される場合には

使用許可を行わない。 

２ 市長は、『あいちゃん』の使用を許可するときは、使用許可書（第２号様式）により、

申請者に通知するものとする。 

（使用料） 

第５条 使用にあたっては無償とする。 

（使用許可の取消） 

第６条 使用を許可した『あいちゃん』の使用内容に虚偽やその他不適当な使用実態があ

る場合、市長は使用許可の取消ができる。 

２ 市長は、『あいちゃん』の使用許可を取消するときは、使用許可取消書（第３号様式）

により、申請者に通知するものとする。 

（補足） 

第７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要領は、平成 20年５月１日から実施する。 

   附 則（平成 24年８月１日） 

 この要領は、平成 24年８月１日から実施する。 

   附 則（平成 28年８月 16 日） 

 この要領は、平成 28年８月 16 日から実施する。 

 


